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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１画像要素を表示する表示部を含み、かつ、表面と裏面とを含む画像表示層と、
　前記画像表示層の厚さ方向において前記表示部と重なるように前記表面に位置するとと
もに、反射光として回折光を射出して、この回折光によって第２画像要素を形成する表面
回折格子を含む表面回折部と、
　前記表面回折部と裏面回折部との間に前記表示部を挟み、かつ、前記表示部よりも外側
に広がるように前記裏面に位置する前記裏面回折部であって、前記表示部に重なる領域と
前記表示部に重ならない領域とを備えるとともに、反射光として回折光を射出して、この
回折光によって第３画像要素を形成する裏面回折格子を含む前記裏面回折部と、を備え、
　前記画像表示層の厚さ方向において、前記表面回折部は、前記表示部と前記裏面回折格
子とに重なる部位にて透過性を有し、前記画像表示層のなかで前記表示部以外の部分は、
前記裏面回折格子と重なる部位にて透過性を有し、
　前記画像表示層に対して前記表面回折部が位置する側が個人認証媒体の観察側であり、
　前記観察側から前記個人認証媒体が観察されたとき、前記第１画像要素、前記第２画像
要素、および、前記第３画像要素が、前記個人認証媒体の所有者を特定するための情報を
含む１つの特定用画像を形成し、
　前記表面のなかで前記表面回折部が位置する部位とは異なる部位に位置し、少なくとも
１つの文字を含む第１表面画像部と、
　前記裏面のなかで前記裏面回折部が位置する部位とは異なる部位であり、かつ、前記画
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像表示層の厚さ方向において前記第１表面画像部とは重ならない部位に位置し、少なくと
も１つの文字を含む第１裏面画像部と、をさらに備え、
　前記観察側から前記個人認証媒体が観察されたとき、前記第１表面画像部と前記第１裏
面画像部とが、前記所有者を特定するための情報を含む１つの特定用文字列に含まれ、
　前記表示部は第１表示部であり、
　前記画像表示層は、レーザー光線の照射によって発色する特性を有するとともに、前記
レーザー光線の照射によって前記画像表示層にて発色した部分であり、かつ、前記画像表
示層の厚さ方向において、前記第１表面画像部と前記第１裏面画像部との両方に重ならず
、かつ、少なくとも１つの文字を含む第２表示部をさらに含み、
　前記第１表面画像部と前記第１裏面画像部とはインキによって形成され、
　前記観察側から前記個人認証媒体が観察されたとき、前記第１表面画像部、前記第１裏
面画像部、および、前記第２表示部が、前記特定用文字列に含まれる
　個人認証媒体。
【請求項２】
　前記第１表示部は、前記レーザー光線の照射によって前記画像表示層において発色した
部分であり、
　前記第１画像要素は、前記所有者の顔画像を含む
　請求項１に記載の個人認証媒体。
【請求項３】
　前記表面のなかで前記表面回折部が位置する部位とは異なる部位に位置し、前記所有者
を特定するための情報に含まれる１つの特定用文字の一部である表面要素を含む第２表面
画像部と、
　前記裏面のなかで前記裏面回折部が位置する部位とは異なる部位であり、かつ、前記画
像表示層の厚さ方向において前記第２表面画像部とは重ならない部位に位置し、前記特定
用文字の他の一部である裏面要素を含む第２裏面画像部と、をさらに備え、
　前記観察側から前記個人認証媒体が観察されたとき、前記表面要素と前記裏面要素とが
、前記特定用文字を形成する
　請求項１または２に記載の個人認証媒体。
【請求項４】
　前記特定用文字のなかで、前記表面要素と前記裏面要素とは、前記観察側から前記個人
認証媒体が観察されたときに互いに連なる部位である
　請求項３に記載の個人認証媒体。
【請求項５】
　前記表面回折部は、前記表面回折格子を含み、透過性を有する透過部と、前記表面と対
向する平面視において前記表面回折格子の外側に位置して前記表面回折部の縁を構成し、
かつ、前記表面回折部の下層によって形成される画像を隠蔽する隠蔽部と、を含み、
　前記裏面回折格子は、前記第３画像要素を内部に含み、前記第３画像要素の基となる基
本画像であって、前記表面と対向する平面視において、前記透過部からはみ出し、かつ、
前記縁以下の大きさを有した前記基本画像を形成する
　請求項１から４のいずれか一項に記載の個人認証媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特定の個人を認証するための個人認証媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カードやパスポートなどの個人認証媒体として、レーザー発色層と、レーザー発色層の
上方に位置するホログラム層とを備える個人認証媒体が知られている。レーザー発色層は
、特定の波長を有したレーザー光線を吸収することによって、黒色に変色する特性を有し
ている。レーザー発色層には、特定の個人に属する情報として、例えば、個人の顔画像な
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どが書き込まれている。ホログラム層は、ホログラム層の有する屈折率の変化や凹凸構造
によって、所定の色を有した像を表示するように構成されている（例えば、特許文献１参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１２／０５０２２３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した個人認証媒体では、レーザー発色層の上方に位置するホログラム層によって個
人認証媒体の偽造を抑える効果が高められてはいるが、偽造を抑える効果がより高められ
た個人認証媒体が求められている。
【０００５】
　なお、こうした課題は、個人に属する情報がレーザー発色層に書き込まれた個人認証媒
体に限らず、個人に属する情報が、レーザー発色層以外の層に例えばインキやトナーによ
って書き込まれた個人認証媒体においても共通している。
　本発明は、偽造を抑えることを可能とした個人認証媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための個人認証媒体は、第１画像要素を表示する表示部を含み、か
つ、表面と裏面とを含む画像表示層と、前記画像表示層の厚さ方向において前記表示部と
重なるように前記表面に位置するとともに、反射光として回折光を射出して、この回折光
によって第２画像要素を形成する表面回折格子を含む表面回折部と、前記表面回折部と裏
面回折部との間に前記表示部を挟み、かつ、前記表示部よりも外側に広がるように前記裏
面に位置する前記裏面回折部であって、前記表示部に重なる領域と前記表示部に重ならな
い領域とを備えるとともに、反射光として回折光を射出して、この回折光によって第３画
像要素を形成する裏面回折格子を含む前記裏面回折部と、を備える。前記画像表示層の厚
さ方向において、前記表面回折部は、前記表示部と前記裏面回折格子とに重なる部位にて
透過性を有し、前記画像表示層のなかで前記表示部以外の部分は、前記裏面回折格子と重
なる部位にて透過性を有し、前記画像表示層に対して前記表面回折部が位置する側が個人
認証媒体の観察側であり、前記観察側から前記個人認証媒体が観察されたとき、前記第１
画像要素、前記第２画像要素、および、前記第３画像要素が、前記個人認証媒体の所有者
を特定するための情報を含む１つの特定用画像を形成する。
【０００７】
　個人認証媒体が、画像表示層の表面に位置する表面回折部を備える構成では、表面回折
部を真正の画像表示層から剥がし、偽の画像表示層に貼り付けることによって個人認証媒
体が偽造される。さらには、画像表示層に表面回折部を位置させた状態で、画像表示層に
対して表面回折部とは反対側から、画像表示層のなかで表示部が形成された部位のみを取
り除き、かつ、この取り除いた部位に偽の表示部を埋め込むことによって、個人認証媒体
が偽造されることもある。
【０００８】
　この点で、上記構成では、画像表示層の表面および裏面にそれぞれ回折部が位置するた
め、画像表示層のうち、表示部が形成された部位のみを取り除くことが難しい。さらには
、第１画像要素、第２画像要素、および、第３画像要素が１つの特定用画像を形成するた
め、偽の画像表示層に対する表面回折部および裏面回折部の位置を合わせなければ、偽の
個人認証媒体によって、真正の個人認証媒体が表示する特定用画像と同じ画像を表示させ
ることが難しい。それゆえに、こうした個人認証媒体によれば、個人認証媒体の偽造を抑
えることができる。
【０００９】
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　上記個人認証媒体において、前記画像表示層は、レーザー光線の照射によって発色する
特性を有し、前記表示部は、前記レーザー光線の照射によって前記画像表示層において発
色した部分であり、前記第１画像要素は、前記所有者の顔画像を含むことが好ましい。
【００１０】
　上記構成によれば、画像表示層の厚さ方向において、顔画像が一対の回折部によって挟
まれるため、個人認証媒体の有する顔画像を他の顔画像にすり替えることが難しい。それ
ゆえに、個人認証媒体の偽造を抑えることができる。
【００１１】
　上記個人認証媒体において、前記表面のなかで前記表面回折部が位置する部位とは異な
る部位に位置し、少なくとも１つの文字を含む表面画像部と、前記裏面のなかで前記裏面
回折部が位置する部位とは異なる部位であり、かつ、前記画像表示層の厚さ方向において
前記表面画像部とは重ならない部位に位置し、少なくとも１つの文字を含む裏面画像部と
、をさらに備え、前記観察側から前記個人認証媒体が観察されたとき、前記表面画像部と
前記裏面画像部とが、前記所有者を特定するための情報を含む１つの特定用文字列に含ま
れることが好ましい。
【００１２】
　上記構成によれば、偽の特定用文字列を真正の特定用文字列に似せて形成するためには
、表面と対向する平面視において特定用文字列を形成する各文字の位置を合わせるだけで
なく、画像表示層の厚さ方向においても各文字の位置を合わせる必要がある。それゆえに
、特定用文字列を形成する全ての文字が同一の面上に位置する構成よりも、特定用文字列
の偽造が難しく、ひいては、個人認証媒体の偽造を抑えることができる。
【００１３】
　上記個人認証媒体において、前記表示部は第１表示部であり、前記画像表示層は、レー
ザー光線の照射によって発色する特性を有するとともに、前記レーザー光線の照射によっ
て前記画像表示層にて発色した部分であり、かつ、前記画像表示層の厚さ方向において、
前記表面画像部と前記裏面画像部との両方に重ならず、かつ、少なくとも１つの文字を含
む第２表示部をさらに含み、前記表面画像部と前記裏面画像部とはインキによって形成さ
れ、前記観察側から前記個人認証媒体が観察されたとき、前記表面画像部、前記裏面画像
部、および、前記第２表示部が、前記特定用文字列に含まれてもよい。
【００１４】
　上記構成によれば、１つの特定用文字列が、互いに異なる形成材料によって形成された
文字を含むため、個人認証媒体が有する特定用文字列を偽造するためには、特定用文字列
に互いに異なる形成材料によって形成された文字を含めることが必要である。それゆえに
、特定文字列が単一の形成材料によって形成される構成と比べて、特定用文字列の偽造に
工数や時間が掛かる分だけ、個人認証媒体の偽造を抑えることができる。
【００１５】
　上記個人認証媒体において、前記表面のなかで前記表面回折部が位置する部位とは異な
る部位に位置し、前記所有者を特定するための情報に含まれる１つの特定用文字の一部で
ある表面要素を含む表面画像部と、前記裏面のなかで前記裏面回折部が位置する部位とは
異なる部位であり、かつ、前記画像表示層の厚さ方向において前記表面画像部とは重なら
ない部位に位置し、前記特定用文字の他の一部である裏面要素を含む裏面画像部と、をさ
らに備え、前記観察側から前記個人認証媒体が観察されたとき、前記表面要素と前記裏面
要素とが、前記特定用文字を形成してもよい。
【００１６】
　上記構成によれば、偽の特定用文字を真正の特定用文字に似せて形成するためには、表
面と対向する平面視において表面要素と裏面要素との位置を合わせるだけでなく、画像表
示層の厚さ方向においても各要素の位置を合わせる必要がある。それゆえに、特定用文字
を形成する全ての要素が同一の面上に位置する構成よりも、特定用文字の偽造が難しく、
ひいては、個人認証媒体の偽造を抑えることができる。
【００１７】
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　上記個人認証媒体において、前記特定用文字のなかで、前記表面要素と前記裏面要素と
は、前記観察側から前記個人認証媒体が観察されたときに互いに連なる部位であってもよ
い。
【００１８】
　上記構成によれば、表面と対向する平面視において、表面要素の位置に対する裏面要素
の位置の精度が高くなければ、表面要素と裏面要素との間に隙間が形成されたり、裏面要
素の一部が表面要素の一部に重なることで、特定用文字の形状が所望とする形状からずれ
たりする。そのため、特定用文字が有する形状によって、特定用文字が偽造された文字で
あるか否かを判別することができる。
【００１９】
　上記個人認証媒体において、前記表面回折部は、前記表面回折格子を含み、透過性を有
する透過部と、前記表面と対向する平面視において前記表面回折格子の外側に位置して前
記表面回折部の縁を構成し、かつ、前記表面回折部の下層によって形成される画像を隠蔽
する隠蔽部と、を含み、前記裏面回折格子は、前記第３画像要素を内部に含み、前記第３
画像要素の基となる基本画像であって、前記表面と対向する平面視において、前記透過部
からはみ出し、かつ、前記縁以下の大きさを有した前記基本画像を形成してもよい。
【００２０】
　上記構成によれば、個人認証媒体の観察者には、裏面回折格子が形成する基本画像の一
部である第３画像要素のみが視認される。そのため、個人認証媒体が偽造された場合には
、観察時に視認が可能な第３画像要素のみを形成する回折格子のみが偽造される可能性が
高い。それゆえに、個人認証媒体の表面と対向する平面視において、裏面回折部が第３画
像要素よりも大きい基本画像を形成することが可能な構成であるか否かによって、真正の
個人認証媒体であるか否かを判別することが可能にもなる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、個人認証媒体の偽造を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】個人認証媒体を具体化した一実施形態における個人認証媒体の表面と対向する平
面視における平面構造を示す平面図。
【図２】図１のＩ－Ｉ線に沿う個人認証媒体の断面構造を示す断面図。
【図３】個人認証媒体の一部断面構造を拡大して示す部分拡大断面図。
【図４】個人認証媒体の一部断面構造を拡大して示す部分拡大断面図。
【図５】個人認証媒体を複数の層に分解して示す分解斜視図。
【図６】個人認証媒体が備える表面回折部を形成するために用いられる転写箔の断面構造
を示す断面図。
【図７】個人認証媒体の製造方法において画像表示層に表面回折部と裏面回折部とを転写
する工程を示す工程図。
【図８】各層に印刷する工程を示す工程図。
【図９】画像表示層にレーザー光線を照射する工程を示す工程図。
【図１０】個人認証媒体の変形例における断面構造を示す断面図。
【図１１】個人認証媒体の変形例において個人認証媒体を複数の層に分解して示す分解斜
視図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１から図９を参照して、個人認証媒体を具体化した一実施形態を説明する。以下では
、個人認証媒体の構成、個人認証媒体の製造方法、個人認証媒体を構成する各部の形成材
料、および、実施例を順に説明する。
【００２４】
　［個人認証媒体の構成］



(6) JP 6932975 B2 2021.9.8

10

20

30

40

50

　図１から図５を参照して、個人認証媒体の構成を説明する。
　図１が示すように、個人認証媒体１０は板状を有し、個人認証媒体１０を構成する面の
１つとして表面１０Ｆを含んでいる。表面１０Ｆと対向する平面視において、個人認証媒
体１０は特定用画像ＰＩＣを表示し、特定用画像ＰＩＣは、第１画像要素ＰＩＣ１、第２
画像要素ＰＩＣ２、および、第３画像要素ＰＩＣ３から構成されている。すなわち、第１
画像要素ＰＩＣ１、第２画像要素ＰＩＣ２、および、第３画像要素ＰＩＣ３は、個人認証
媒体１０の所有者を特定するための情報を含む１つの特定用画像ＰＩＣを形成している。
【００２５】
　表面１０Ｆと対向する平面視において、個人認証媒体１０は、第１文字列ＣＨＡ１、第
２文字列ＣＨＡ２、第３文字列ＣＨＡ３、第４文字列ＣＨＡ４、および、第５文字列ＣＨ
Ａ５を表示する。５つの文字列には、個人認証媒体１０の所有者を特定するための情報を
含む特定用文字列が含まれている。５つの文字列のうち、第１文字列ＣＨＡ１、第２文字
列ＣＨＡ２、および、第３文字列ＣＨＡ３がそれぞれ特定用文字列の一例である。第１文
字列ＣＨＡ１は、個人認証媒体１０の所有者に固有の個人番号を特定用の情報として含み
、第２文字列ＣＨＡ２は所有者の氏名を特定用の情報として含み、第３文字列ＣＨＡ３は
所有者の国籍を特定用の情報として含んでいる。
【００２６】
　なお、個人番号、氏名、および、国籍は、特定用文字列が含む情報の一例であり、特定
用文字列が含む情報は、例えば、所有者の生年月日、所有者の性別、および、所有者の署
名などであってもよい。また、特定用文字列を構成する文字は、アルファベットおよび数
字に限らず、漢字、ひらがな、および、カタカナなどであってもよいし、日本語以外の言
語に特有の文字であってもよい。
【００２７】
　第４文字列ＣＨＡ４および第５文字列ＣＨＡ５は、特定用文字列以外の文字列であり、
第４文字列ＣＨＡ４は、例えば個人認証媒体１０における有効期間の満了日を情報として
含み、第５文字列ＣＨＡ５は、個人認証媒体１０の名称を情報として含んでいる。なお、
個人認証媒体１０は、特定用文字列以外の文字列として、これら以外の情報を含む文字列
を表示するように構成されてもよい。
【００２８】
　図２は、図１のＩ－Ｉ線に沿う個人認証媒体１０の断面構造を示している。図２では、
図示の便宜上、個人認証媒体１０を構成する各層の厚さ、および、各部の大きさが誇張さ
れている。
【００２９】
　図２が示すように、個人認証媒体１０は、画像表示層１１、表面回折部１２、および、
裏面回折部１３を備えている。画像表示層１１は、上述した第１画像要素ＰＩＣ１を表示
する表示部１１ａを含み、表面１１Ｆと裏面１１Ｒとを含んでいる。表面回折部１２は、
画像表示層１１の厚さ方向において、表示部１１ａと重なるように画像表示層１１の表面
１１Ｆに位置している。裏面回折部１３は、表面回折部１２と裏面回折部１３との間に表
示部１１ａを挟み、かつ、表示部１１ａよりも外側に広がるように画像表示層１１の裏面
１１Ｒに位置している。裏面回折部１３は、表示部１１ａに重なる領域と、表示部１１ａ
に重ならない領域とを備えている。
【００３０】
　個人認証媒体１０は、さらに表面画像部２１、および、裏面画像部２２を備えている。
表面画像部２１は、画像表示層１１の表面１１Ｆのなかで、表面回折部１２が位置する部
位とは異なる部位に位置している。表面画像部２１は、少なくとも１つの文字を含んでい
る。裏面画像部２２は、画像表示層１１の裏面１１Ｒのなかで、裏面回折部１３が位置す
る部位とは異なる部位であり、かつ、画像表示層１１の厚さ方向において表面画像部２１
とは重ならない部位に位置している。裏面画像部２２は、少なくとも１つの文字を含んで
いる。
【００３１】
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　画像表示層１１に対して表面回折部１２が位置する側が個人認証媒体１０の観察側であ
る。観察側から個人認証媒体１０が観察されたとき、表面画像部２１と裏面画像部２２と
が、所有者を特定するための情報を含む１つの特定用文字列に含まれる。表面画像部２１
に含まれる文字、および、裏面画像部２２に含まれる文字の各々は、上述した第３文字列
ＣＨＡ３、第４文字列ＣＨＡ４、および、第５文字列ＣＨＡ５のいずれかに含まれる。
【００３２】
　個人認証媒体１０は、さらに第１基材１４、第２基材１５、および、第３基材１６を備
えている。個人認証媒体１０において、第１基材１４、第２基材１５、画像表示層１１、
および、第３基材１６が記載の順に積み重なっている。裏面回折部１３は、第２基材１５
と画像表示層１１との間に位置し、表面回折部１２は、画像表示層１１と第３基材１６と
の間に位置している。
【００３３】
　第１基材１４は、第１基材１４上に積み重なる第２基材１５、画像表示層１１、および
、第３基材１６を支持することができる程度の機械的な強度を有することが好ましい。第
１基材１４は例えば白色などの所定の色を有して光を透過しないが、光を透過してもよい
。第１基材１４のうち、第２基材１５と接する面が表面１４Ｆである。
【００３４】
　第１基材１４の表面１４Ｆには、基材画像部２３が位置している。基材画像部２３は、
表面画像部２１および裏面画像部２２の各々と同様、少なくとも１つの文字を含んでいる
。基材画像部２３が含む文字は、特定用文字列のいずれかに含まれる文字であってもよい
し、特定用文字列以外の文字列に含まれる文字であってもよい。
【００３５】
　第２基材１５は、画像表示層１１の裏面１１Ｒに位置する裏面回折部１３の全体と、裏
面画像部２２の全体とを覆っている。第２基材１５は光透過性を有し、個人認証媒体１０
の表面１０Ｆと対向する平面視において、基材画像部２３が観察者によって視認されるよ
うに第２基材１５は構成されている。
【００３６】
　第３基材１６は、画像表示層１１の表面１１Ｆに位置する表面回折部１２の全体と、表
面画像部２１の全体とを覆っている。これにより、第３基材１６は、表面回折部１２およ
び表面画像部２１が、化学的あるいは物理的に損傷することを抑える保護層として機能し
ている。第３基材１６は光透過性を有し、個人認証媒体１０の表面１０Ｆと対向する平面
視において、表面回折部１２から射出される光、裏面回折部１３から射出される光、表面
画像部２１、裏面画像部２２、および、基材画像部２３が観察者によって視認されるよう
に第３基材１６は構成されている。
【００３７】
　表面回折部１２は、透過部１２ａと隠蔽部１２ｂとを含み、個人認証媒体１０の表面１
０Ｆと対向する平面視において、隠蔽部１２ｂは透過部１２ａの周りを取り囲んでいる。
表面回折部１２のより詳しい構成を、図３を参照して以下に説明する。
【００３８】
　図３は、図２が示す個人認証媒体１０の断面構造のうち、表面回折部１２の断面構造、
裏面回折部１３の断面構造、および、画像表示層１１の断面構造における一部を拡大して
示している。
【００３９】
　図３が示すように、表面回折部１２は、回折層３１と接着層３２とを備えている。回折
層３１は透過部３１ａと隠蔽部３１ｂとを含み、隠蔽部３１ｂが上述した隠蔽部１２ｂを
構成している。回折層３１は、反射光として回折光を射出して、この回折光によって上述
した第２画像要素ＰＩＣ２を形成する表面回折格子３１ｃを含んでいる。透過部３１ａは
表面回折格子３１ｃを含み、透過性を有している。画像表示層１１の表面１１Ｆと対向す
る平面視において、隠蔽部３１ｂは透過部３１ａの外側に位置して表面回折部１２の縁を
構成し、かつ、表面回折部１２の下層によって形成される画像を隠蔽する。
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【００４０】
　回折層３１において、接着層３２に接する面が裏面３１Ｒであり、表面回折格子３１ｃ
は、回折層３１の裏面３１Ｒの一部に含まれる凹凸面である。表面回折格子３１ｃは回折
層３１の裏面３１Ｒにおける一部のみに位置しているが、裏面３１Ｒの全体に位置しても
よい。
【００４１】
　表面回折格子３１ｃは、画像表示層１１に対して表面回折部１２が位置する側において
、個人認証媒体１０の表面１０Ｆに対する所定の定点に観察者の視点が位置するときに、
視点に向けて回折光を射出する。表面回折格子３１ｃにおいて、所定の方向に沿って延び
る溝である格子パターンが、格子パターンが延びる方向と直交する方向に沿って所定の間
隔で繰り返されている。格子パターンが繰り返される方向は、上述した定点に回折光を射
出する方向に設定されている。
【００４２】
　単位長さ当たりの溝の本数が、表面回折格子３１ｃの空間周波数である。表面回折格子
３１ｃの全体において空間周波数が一定であってもよいし、表面回折格子３１ｃは、空間
周波数が互いに異なる複数の部分を含んでもよい。
【００４３】
　画像表示層１１の表面１１Ｆと対向する平面視において、隠蔽部３１ｂは透過部３１ａ
の周りを取り囲んでいる。隠蔽部３１ｂは、隠蔽部３１ｂよりも下層、すなわち、画像表
示層１１、裏面回折部１３、第２基材１５、および、第１基材１４の各々が形成する画像
を隠蔽する。隠蔽部３１ｂは所定の色を有することによって、隠蔽部３１ｂの下層によっ
て形成された画像を隠蔽してもよいし、隠蔽部３１ｂに入射した光のほとんどを反射する
ことによって、隠蔽部３１ｂの下層によって形成された画像を隠蔽してもよい。また、隠
蔽部３１ｂは、隠蔽部３１ｂに入射する光を散乱させることによって、隠蔽部３１ｂの下
層によって形成された画像を隠蔽してもよい。
【００４４】
　接着層３２は回折層３１を画像表示層１１に接着させる機能を有し、かつ、光透過性を
有している。表面回折部１２において、回折層３１の透過部３１ａと接着層３２とが、表
面回折部１２における透過部１２ａの一例を構成している。
【００４５】
　裏面回折部１３は、回折層４１と接着層４２とを備えている。回折層４１は裏面回折格
子４１ａを含み、裏面回折格子４１ａは、反射光として回折光を射出して、この回折光に
よって上述した第３画像要素ＰＩＣ３を形成する。回折層４１において、接着層４２に接
する面が裏面４１Ｒである。裏面回折格子４１ａは、回折層４１の裏面４１Ｒにおける全
体に位置し、言い換えれば、裏面４１Ｒの全体が凹凸面である。なお、裏面回折格子４１
ａは裏面４１Ｒの全体に位置しているが、裏面４１Ｒの一部のみに位置してもよい。
【００４６】
　また、裏面回折格子４１ａは、第３画像要素ＰＩＣ３を内部に含み、第３画像要素ＰＩ
Ｃ３の基となる基本画像を形成する。画像表示層１１の表面１１Ｆと対向する平面視にお
いて、基本画像は、表面回折部１２の透過部１２ａからはみ出し、かつ、表面回折部１２
の縁以下の大きさを有している。画像表示層１１の表面１１Ｆと対向する平面視において
、裏面回折部１３は表面回折部１２とほぼ同じ大きさを有し、かつ、裏面回折部１３の全
体が表面回折部１２に重なっている。そのため、画像表示層１１の表面１１Ｆと対向する
平面視において、裏面回折格子４１ａが形成する基本画像のなかで、表面回折部１２にお
ける回折層３１の透過部３１ａからはみ出す部分が、隠蔽部３１ｂによって隠蔽される。
【００４７】
　裏面回折格子４１ａは、上述した定点に観察者の視点が位置するときに、視点に向けて
回折光を射出する。裏面回折格子４１ａにおいて、所定の方向に沿って延びる溝である格
子パターンが、格子パターンが延びる方向と直交する方向に沿って所定の間隔で繰り返さ
れている。格子パターンが繰り返される方向は、上述した定点に回折光を射出する方向に
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設定されている。
【００４８】
　裏面回折格子４１ａでは、裏面回折格子４１ａの全体において空間周波数が一定であっ
てもよいし、裏面回折格子４１ａは、空間周波数が互いに異なる複数の部分を含んでもよ
い。
【００４９】
　画像表示層１１は、レーザー光線の照射によって発色する特性を有している。表示部１
１ａは、レーザー光線の照射によって画像表示層１１にて発色した部分である。発色部は
例えば黒色を有しているが、黒色以外の色を有してもよい。表示部１１ａは複数の発色部
から構成され、各発色部は、画像表示層１１の表面１１Ｆに露出し、かつ、画像表示層１
１の厚さ方向において、画像表示層１１の裏面１１Ｒよりも表面１１Ｆ寄りの位置まで延
びている。なお、各発色部は、画像表示層１１の裏面１１Ｒに露出し、かつ、画像表示層
１１の厚さ方向において、画像表示層１１の表面１１Ｆよりも裏面１１Ｒ寄りの位置まで
延びていてもよいし、表面１１Ｆと裏面１１Ｒとの両方に露出するように、画像表示層１
１の厚さ方向の全体に位置してもよい。
【００５０】
　観察側から個人認証媒体１０が観察されたとき、表面回折部１２は、表示部１１ａと裏
面回折格子４１ａとに重なる部位にて透過性を有している。より詳しくは、画像表示層１
１の表面１１Ｆと対向する平面視において、表面回折部１２の回折層３１における透過部
３１ａは、表示部１１ａを取り囲む大きさを有し、透過部３１ａは、個人認証媒体１０に
おいて、裏面回折格子４１ａの一部に重なる部位に位置している。また、画像表示層１１
のなかで表示部１１ａ以外の部分は、観察側から個人認証媒体１０が観察されたとき、裏
面回折格子４１ａと重なる部位にて透過性を有している。より詳しくは、画像表示層１１
は、裏面回折格子４１ａと重なる部分の全体において透過性を有しているが、裏面回折格
子４１ａと重なる一部において光透過性を有してもよい。
【００５１】
　なお、表面回折部１２および裏面回折部１３は、各回折部が有する層間に位置する中間
層を有してもよい。また、表面回折部１２が備える回折層３１の裏面３１Ｒのなかで、少
なくとも表面回折格子３１ｃが位置する部位には、透明な反射層が位置してもよい。裏面
回折部１３が備える回折層４１の裏面回折格子４１ａにも、透明な反射層が位置してもよ
い。各回折部が透明な反射層を有する構成によれば、各回折光から射出される反射層の輝
度を高めることができる。透明な反射層の形成材料には、例えば硫化亜鉛（ＺｎＳ）、お
よび、酸化チタン（ＴｉＯ２）などを用いることができる。
【００５２】
　図４は、図２が示す個人認証媒体１０の断面構造のうち、第１基材１４の断面構造、第
２基材１５の断面構造、画像表示層１１の断面構造、および、第３基材１６の断面構造に
おける一部を拡大して示している。
【００５３】
　図４が示すように、基材画像部２３は、第１基材１４の表面１４Ｆと第２基材１５の裏
面１５Ｒとの間に位置している。裏面画像部２２は、第２基材１５の表面１５Ｆと画像表
示層１１の裏面１１Ｒとの間に位置している。表面画像部２１は、画像表示層１１の表面
１１Ｆと第３基材１６の裏面１６Ｒとの間に位置している。なお、基材画像部２３におい
て、第１基材１４と第２基材１５とのうち、剛性が低い基材に食い込む量が、他の基材に
食い込む量よりも大きい。また、表面画像部２１および裏面画像部２２の両方においても
同様である。
【００５４】
　個人認証媒体１０において、第３基材１６の表面１６Ｆが個人認証媒体１０の表面１０
Ｆであり、第１基材１４の裏面１４Ｒが個人認証媒体１０の裏面１０Ｒである。
【００５５】
　図５は、個人認証媒体１０を３つの層に分解して示す斜視図である。なお、図５では、
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図示の便宜上、表面回折部１２および表面画像部２１を第３基材１６とともに１つの層と
して示し、裏面画像部２２を画像表示層１１とともに１つの層として示し、裏面回折部１
３および基材画像部２３を第１基材１４および第２基材１５とともに１つの層として示し
ている。
【００５６】
　図５が示すように、画像表示層１１が表示する第１画像要素ＰＩＣ１は、個人認証媒体
１０の所有者の顔画像を含んでいる。第１画像要素ＰＩＣ１は、所有者の上半身像である
が、所有者の顔画像のみから構成されてもよい。第１画像要素ＰＩＣ１の全体が、レーザ
ー光線の照射によって発色した部分であり、画像表示層１１のなかで第１画像要素ＰＩＣ
１以外の部分よりも透過性が低い部分である。そのため、画像表示層１１の下層である裏
面回折部１３が形成する画像のなかで、第１画像要素ＰＩＣ１が重なる部分は、個人認証
媒体１０の表面１０Ｆと対向する平面視において視認されない。
【００５７】
　なお、第１画像要素ＰＩＣ１は、第１画像要素ＰＩＣ１の輪郭によって囲まれる全体が
、レーザー光線の照射によって発色した部分でなくてもよく、少なくとも、第１画像要素
ＰＩＣ１の輪郭が、レーザー光線の照射によって発色した部分であればよい。
【００５８】
　画像表示層１１の厚さ方向、すなわち個人認証媒体１０の厚さ方向において、顔画像が
一対の回折部によって挟まれるため、個人認証媒体１０の有する顔画像を他の顔画像にす
り替えることが難しい。それゆえに、個人認証媒体１０の偽造を抑えることができる。
【００５９】
　第２画像要素ＰＩＣ２は、表面回折格子３１ｃが反射光として射出した回折光によって
形成される画像であり、上述したように、個人認証媒体１０の表面１０Ｆに対する所定の
定点に観察者の視点が位置するときに、観察者によって視認される画像である。第２画像
要素ＰＩＣ２は、個人認証媒体１０の表面１０Ｆと対向する平面視において、第１画像要
素ＰＩＣ１を取り囲む枠状を有した部分と、枠状を有する部分の一部に位置し、所有者の
国籍に対応する国旗を示す形状を有した部分とから構成されている。このように、第２画
像要素ＰＩＣ２は、個人認証媒体１０の所有者を特定するための特定用画像を含んでもよ
い。
【００６０】
　第１画像要素ＰＩＣ１に加えて第２画像要素ＰＩＣ２も特定用画像を含むことによって
、個人認証媒体１０において、第２画像要素ＰＩＣ２の特定用画像が含む情報を改竄しよ
うとした場合には、第２画像要素ＰＩＣ２も改竄する内容に合わせて変更する必要がある
。そのため、第２画像要素ＰＩＣ２が含む情報に関わる改竄が難しくなる。
【００６１】
　個人認証媒体１０の表面１０Ｆと対向する平面視において、隠蔽部１２ｂは、第２画像
要素ＰＩＣ２の周方向における全体を取り囲む枠状を有している。個人認証媒体１０の表
面１０Ｆと対向する平面視では、表面回折部１２のなかで、隠蔽部１２ｂよりも内側に位
置する部分が透過部１２ａであり、表面回折部１２よりも下層を透過する。
【００６２】
　第３画像要素ＰＩＣ３は、第３画像要素ＰＩＣ３の縁から外側に向かって拡がる基本画
像ＰＩＣＢに含まれている。基本画像ＰＩＣＢは、裏面回折格子４１ａが反射光として射
出した回折光によって形成される画像であり、上述した定点に観察者の視点が位置すると
きに、観察者によって視認される画像である。基本画像ＰＩＣＢのうち、個人認証媒体１
０の表面１０Ｆと対向する平面視において、隠蔽部１２ｂの内側に含まれる部分が第３画
像要素ＰＩＣ３である。基本画像ＰＩＣＢは、個人認証媒体１０の表面１０Ｆと対向する
平面視において、隠蔽部１２ｂをはみ出ない大きさを有している。
【００６３】
　個人認証媒体１０の観察者には、裏面回折格子４１ａが形成する基本画像ＰＩＣＢの一
部である第３画像要素ＰＩＣ３のみが視認される。そのため、個人認証媒体１０が偽造さ
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れる場合には、観察時に視認が可能な第３画像要素ＰＩＣ３のみを形成する回折格子のみ
が偽造される可能性が高い。それゆえに、個人認証媒体１０の表面１０Ｆと対向する平面
視において、裏面回折部１３が第３画像要素ＰＩＣ３よりも大きい基本画像ＰＩＣＢを形
成することが可能な構成であるか否かによって、真正の個人認証媒体１０であるか否かを
判別することが可能にもなる。
【００６４】
　上述したように、個人認証媒体１０では、画像表示層１１の表面１１Ｆおよび裏面１１
Ｒにそれぞれ回折部が位置するため、画像表示層１１のうち、表示部１１ａが形成された
部位のみを取り除くことが難しい。さらには、第１画像要素ＰＩＣ１、第２画像要素ＰＩ
Ｃ２、および、第３画像要素ＰＩＣ３が１つの特定用画像ＰＩＣを形成するため、偽の画
像表示層に対する表面回折部１２および裏面回折部１３の位置を合わせなければ、偽の個
人認証媒体によって、真正の個人認証媒体１０が表示する特定用画像ＰＩＣと同じ画像を
表示させることが難しい。それゆえに、こうした個人認証媒体１０によれば、個人認証媒
体１０の偽造を抑えることができる。
【００６５】
　第１文字列ＣＨＡ１は複数の第１文字１Ｃから構成され、複数の第１文字１Ｃは「ＭＤ
ＳＳＳ７９０２０８８７」から構成されている。第２文字列ＣＨＡ２は複数の第２文字２
Ｃから構成され、複数の第２文字２Ｃは「ＴＡＲＯ　ＳＵＺＵＫＩ」から構成されている
。第３文字列ＣＨＡ３は複数の第３文字３Ｃから構成され、複数の第３文字３Ｃは「ＪＡ
ＰＡＮ」から構成されている。第４文字列ＣＨＡ４は複数の第４文字４Ｃから構成され、
複数の第４文字４Ｃは「２９　ＡＰＲ　２０２０」から構成されている。第５文字列ＣＨ
Ａ５は複数の第５文字５Ｃから構成され、複数の第５文字５Ｃは「ＰＡＳＳＰＯＲＴ　Ｃ
ＡＲＤ」から構成されている。
【００６６】
　各文字列のうち、少なくとも１つの文字が第３基材１６とともに示され、少なくとも１
つの文字が画像表示層１１とともに示され、かつ、少なくとも１つの文字が第２基材１５
とともに示されている。つまり、各文字列のうち、少なくとも１つの文字が表面画像部２
１に含まれ、少なくとも１つの文字が裏面画像部２２に含まれ、かつ、少なくとも１つの
文字が基材画像部２３に含まれている。
【００６７】
　より具体的には、特定用文字列である第１文字列ＣＨＡ１、第２文字列ＣＨＡ２、およ
び、第３文字列ＣＨＡ３において、互いに隣り合う文字は表面画像部２１、裏面画像部２
２、および、基材画像部２３のなかで、互いに異なる画像部に含まれている。そのため、
各画像部は文字列が含む情報のうちの一部しか含まず、３つの画像部が互いに積み重ねら
れて初めて個人認証媒体１０の所有者に固有の情報を含む単一の文字列が形成される。
【００６８】
　なお、第１文字列ＣＨＡ１、第２文字列ＣＨＡ２、および、第３文字列ＣＨＡ３の各々
を構成する複数の文字では、互いに隣り合う複数の文字が、表面画像部２１、裏面画像部
２２、および、基材画像部２３のなかで、互いに同じ画像部に含まれてもよい。また、第
１文字列ＣＨＡ１、第２文字列ＣＨＡ２、および、第３文字列ＣＨＡ３の各々を構成する
複数の文字は、表面画像部２１および裏面画像部２２のいずれかに含まれていればよく、
基材画像部２３には含まれていなくてもよい。
【００６９】
　こうした構成によれば、偽の特定用文字列を真正の特定用文字列に似せて形成するため
には、画像表示層１１の表面１１Ｆと対向する平面視において特定用文字列を形成する各
文字の位置を合わせるだけでなく、個人認証媒体１０の厚さ方向においても各文字の位置
を合わせる必要がある。それゆえに、特定用文字列を形成する全ての文字が同一の面上に
位置する構成よりも、特定用文字列の偽造が難しく、ひいては、個人認証媒体１０の偽造
を抑えることができる。
【００７０】



(12) JP 6932975 B2 2021.9.8

10

20

30

40

50

　特定用文字列以外の文字列である第４文字列ＣＨＡ４は、互いに隣り合う複数の文字が
、表面画像部２１、裏面画像部２２、および、基材画像部２３のなかで、互いに異なる画
像部に含まれる部分と、互いに同じ画像部に含まれる部分とから構成されている。第４文
字列ＣＨＡ４は、互いに隣り合う複数の文字が、互いに異なる画像部に含まれる部分のみ
から構成されてもよいし、互いに同じ画像部に含まれる部分のみから構成されてもよい。
【００７１】
　特定用文字列以外の文字列である第５文字列ＣＨＡ５では、上述した特定用文字列と同
様、互いに隣り合う文字が、表面画像部２１、裏面画像部２２、および、基材画像部２３
のなかで、互いに異なる画像部に含まれている。そのため、各画像部は文字列が含む情報
のうちの一部しか含まず、３つの画像部が互いに積み重ねられて初めて所定の情報を含む
単一の文字列が形成される。なお、第５文字列ＣＨＡ５を構成する複数の文字では、特定
用文字列と同様、互いに隣り合う複数の文字が、表面画像部２１、裏面画像部２２、およ
び、基材画像部２３のなかで、互いに同じ画像部に含まれてもよい。
【００７２】
　［個人認証媒体の製造方法］
　図６から図９を参照して、個人認証媒体１０の製造方法を説明する。以下では、個人認
証媒体１０を製造するための工程を説明する前に、個人認証媒体１０の製造に用いられる
転写箔を説明する。なお、個人認証媒体１０の製造には、表面回折部１２を形成するため
の転写箔と裏面回折部１３を形成するための転写箔とが用いられる。２つの転写箔の間で
は、各転写箔から被転写体である画像表示層１１に転写される部位の構成は上述したよう
に互いに異なるものの、それ以外の部分は共通している。そのため、以下では、表面回折
部１２を形成するための転写箔について詳しく説明し、裏面回折部１３を形成するための
転写箔の詳しい説明を省略する。
【００７３】
　図６が示すように、転写箔５０は、表面回折部１２を形成するために用いられる転写箔
であり、上述した表面回折部１２と表面回折部１２を支持する支持層５１とを備えている
。転写箔５０が形成されるときには、まず、支持層５１を準備し、支持層５１は例えば樹
脂製のフィルムによって具体化することができる。支持層５１のうち、表面回折部１２が
形成される面には、支持層５１から表面回折部１２を剥がれやすくするための処理を施し
てもよい。
【００７４】
　次いで、支持層５１の１つの面に回折層３１を形成する。回折層３１が有する隠蔽部３
１ｂが金属膜から形成されるときには、所定の形状を有した金属膜が支持層５１に形成さ
れる。隠蔽部３１ｂは、支持層５１の１つの面のほぼ全体を覆う金属膜が形成された後に
、金属膜における不要な部分が取り除かれることによって形成されてもよいし、隠蔽部３
１ｂの形状に応じたマスクを用いた成膜によって形成されてもよい。
【００７５】
　そして、透過部３１ａを形成するための塗膜を支持層５１に形成した後、塗膜のなかで
支持層５１に接する面とは反対側の面に表面回折格子３１ｃを形成するための原版を押し
当てる。これにより、裏面３１Ｒに表面回折格子３１ｃを有した回折層３１が形成される
。次いで、回折層３１のうち、支持層５１に接する面とは反対側の面に、接着層３２を形
成する。これにより、転写箔５０を得ることができる。
【００７６】
　なお、表面回折部１２が透明な反射層を有するときには、回折層３１の裏面３１Ｒに接
着層３２を形成する前に、回折層３１の裏面３１Ｒに透明な反射層を形成すればよい。透
明な反射層は、例えば真空蒸着法やスパッタ法などを用いて形成される。
【００７７】
　図７が示すように、個人認証媒体１０を製造するときには、まず、画像表示層１１を準
備する。画像表示層１１は、例えば樹脂製のフィルムによって具体化することができる。
次いで、画像表示層１１の表面１１Ｆに上述した転写箔５０を用いて表面回折部１２を転
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写し、画像表示層１１の裏面１１Ｒに裏面回折部１３を形成するための転写箔を用いて裏
面回折部１３を転写する。なお、表面回折部１２の転写が裏面回折部１３の転写よりも先
に行われてもよいし、裏面回折部１３の転写が表面回折部１２の転写よりも先に行われて
もよい。
【００７８】
　図８が示すように、第１基材１４と第２基材１５とを準備する。第１基材１４および第
２基材１５の各々は、例えば樹脂製のフィルムによって具体化することができる。なお、
第１基材１４は、樹脂製のフィルム以外に例えば各種の紙によって具体化することも可能
である。そして、画像表示層１１の表面１１Ｆに表面画像部２１を形成し、第２基材１５
の表面１５Ｆに裏面画像部２２を形成し、第１基材１４の表面１４Ｆに基材画像部２３を
形成する。
【００７９】
　なお、第３基材１６の裏面１６Ｒに表面画像部２１を形成してもよいし、画像表示層１
１の表面１１Ｆに表面画像部２１の一部を形成し、第３基材１６の裏面１６Ｒに表面画像
部２１の残りの一部を形成してもよい。また、画像表示層１１の裏面１１Ｒに裏面画像部
２２を形成してもよいし、第２基材１５の表面１５Ｆに裏面画像部２２の一部を形成し、
画像表示層１１の裏面１１Ｒに裏面画像部２２の残りの一部を形成してもよい。また、第
２基材１５の裏面１５Ｒに基材画像部２３を形成してもよいし、第１基材１４の表面１４
Ｆに基材画像部２３の一部を形成し、第２基材１５の裏面１５Ｒに基材画像部２３の残り
の一部を形成してもよい。
【００８０】
　図９が示すように、第３基材１６を準備し、第１基材１４、第２基材１５、画像表示層
１１、および、第３基材１６を記載の順に積み重ねた状態で、これらの層が一体化された
積層体を形成する。これにより、表面回折部１２と裏面回折部１３とが内部に含まれた積
層体を得ることができる。そして、画像表示層１１に対して第３基材１６側から、第３基
材１６と表面回折部１２とを介して照射装置６１を用いてレーザー光線ＬＢを照射するこ
とによって、画像表示層１１に表示部１１ａを形成する。これにより、図１から図５を参
照して先に説明した個人認証媒体１０を得ることができる。
【００８１】
　［各部の形成材料］
　個人認証媒体１０を構成する各部の形成材料を説明する。
　［基材］
　第１基材１４、第２基材１５、および、第３基材１６には、樹脂製のフィルムを用いる
ことができる。フィルムを形成する樹脂には、例えば、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレ
ート）、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）、ＰＰ（ポリプロピレン）、ポリ塩化ビニ
ル樹脂（ＰＶＣ）、非晶性ポリエステル樹脂（ＰＥＴ‐Ｇ）、および、ポリカーネート樹
脂（ＰＣ）などを用いることができる。このうち、個人認証媒体用のカードやパスポート
の基材として従来から用いられるＰＣＶ、ＰＥＴ‐Ｇ、および、ＰＣから形成されたフィ
ルムは、熱や圧力などによって一体化する加工が容易である点で好ましい。
【００８２】
　各基材の厚さは、５０μｍ以上４００μｍ以下であることが好ましい。各基材の厚さが
５０μｍ以上であることによって、各基材が取り扱いやすくなる程度に各基材の物理的な
強度が高まるため、表面画像部２１、裏面画像部２２、および、基材画像部２３を形成す
るときなどに各基材に皺が生じることが抑えられる。また、各基材の厚さが４００μｍ以
下であることによって、個人認証媒体１０を製造するときに、各基材が有する厚さのばら
つきや撓みの影響が大きくなることが抑えられる。なお、各基材の厚さは７５μｍ以上１
００μｍ以下であることがより好ましい。
【００８３】
　［画像表示層］
　画像表示層１１には、所定の波長を有したレーザー光線の照射によって発色する特性を
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有した樹脂製のフィルムを用いることができる。画像表示層１１には、例えば、ポリカー
ボネート樹脂と、ポリカーボネート樹脂に対して添加されたレーザー光線を吸収するエネ
ルギー吸収体とによって形成されたフィルムを用いることができる。こうしたフィルムに
は、例えばＳＡＢＩＣ社のＬＥＸＡＮシリーズＳＤ８Ｂ９４などが挙げられる。
【００８４】
　画像表示層１１の厚さも、上述した各基材と同様の理由から、５０μｍ以上４００μｍ
以下であることが好ましく、７５μｍ以上１００μｍ以下であることがより好ましい。
【００８５】
　［画像部］
　表面画像部２１、裏面画像部２２、および、基材画像部２３は、個人認証媒体１０に所
定の情報を与えるために、任意の色みを有し、また、文字や絵柄などのパターンを有して
いる。
【００８６】
　各画像部は、例えばインキを用いて形成される。各画像部を形成するためのインキには
、印刷方法に応じて、オフセットインキ、活版インキ、および、グラビアインキなどを用
いることができ、組成の違いに応じて、例えば、樹脂インキ、油性インキ、および、水性
インキを用いることができる。また、各画像部を形成するためのインキには、乾燥方式の
違いに応じて、例えば、酸化重合型インキ、浸透乾燥型インキ、蒸発乾燥型インキ、およ
び、紫外線硬化型インキを用いることができる。
【００８７】
　また、各画像部を形成するインキには、個人認証媒体１０に対する光の入射角度、また
は、個人認証媒体１０を観察する角度に応じて色が変わる機能性インキを用いることがで
きる。機能性インキには、例えば、光学的変化インキ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｖａｒｉａｂｌ
ｅ　Ｉｎｋ）、カラーシフトインキ、および、パールインキなどが挙げられる。
【００８８】
　なお、トナーを用いた電子写真法によって各画像部を形成することもできる。電子写真
法によって各画像部を形成するときには、帯電性を有したプラスチック粒子に黒鉛および
顔料などの色粒子を付着させたトナーを準備し、帯電による静電気を利用して、トナーを
被印刷体に転写させる。そして、トナーが転写された被印刷体を加熱することによって、
被印刷体にトナーを定着させる。これにより、上述した各基材や画像表示層１１に各画像
部を形成することができる。
【００８９】
　［支持層］
　表面回折部１２を形成するための転写箔５０が備える支持層５１、および、裏面回折部
１３を形成するための転写箔が備える支持層は、以下の材料を用いて形成することができ
る。
【００９０】
　支持層には樹脂製のフィルムを用いることができ、フィルムの形成材料には、例えば、
ＰＥＴ、ＰＥＮ、および、ＰＰなどを用いることができる。フィルムの形成材料は、支持
層上に回折層が形成されるときに、支持層にかかる熱や支持層が接する溶剤によって、支
持層の変形や変質が起こりにくい材料であることが好ましい。なお、支持層には、紙、合
成紙、プラスチック複層紙、および、樹脂含浸紙などを用いることもできる。
【００９１】
　支持層の厚さは４μｍ以上であることが好ましく、１２μｍ以上５０μｍ以下であるこ
とがより好ましい。支持層の厚さが４μｍ以上であることによって、支持層が取り扱いや
すい程度に支持層の物理的な強度が高まる。
【００９２】
　［回折層］
　表面回折部１２における回折層３１が備える透過部３１ａ、および、裏面回折部１３が
備える回折層４１の各々は、以下の材料を用いて形成することができる。
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【００９３】
　透過部３１ａおよび回折層４１の形成材料には、例えば、熱可塑性樹脂および熱硬化性
樹脂を用いることができる。熱可塑性樹脂には、例えば、アクリル系樹脂、エポキシ系樹
脂、セルロース系樹脂、および、ビニル系樹脂などが挙げられる。熱硬化性樹脂には、例
えば、ウレタン樹脂、メラミン系樹脂、エポキシ樹脂、および、フェノール系樹脂などが
挙げられる。
【００９４】
　透過部３１ａおよび回折層４１の形成材料には、フォトポリマーを用いることもできる
。フォトポリマーには、エチレン性不飽和結合またはエチレン性不飽和基を持つモノマー
、オリゴマー、および、ポリマーなどが挙げられる。このうち、モノマーには、例えば、
１，６‐ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリメチロールプ
ロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトー
ルテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、および、ジペンタ
エリスリトールヘキサアクリレートなどが挙げられる。オリゴマーには、エポキシアクリ
レート、ウレタンアクリレート、および、ポリエステルアクリレートなどが挙げられる。
ポリマーには、ウレタン変性アクリル樹脂、および、エポキシ変性アクリル樹脂が挙げら
れる。なお、透過部３１ａおよび回折層４１の形成材料には、上述した以外のフォトポリ
マーを用いることも可能である。
【００９５】
　［接着層］
　表面回折部１２が備える接着層３２、および、裏面回折部１３が備える接着層４２の各
々は、以下に記載の材料を用いて形成することができる。
【００９６】
　接着層３２，４２は、例えば、ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、およ
び、塩化ビニル樹脂などを主成分とする接着剤によって形成される。接着層を形成するた
めの接着剤には、接着性付与剤、充填剤、軟化剤、熱光安定剤、および、酸化防止剤など
を配合することができる。
【００９７】
　接着性付与剤には、ロジン系樹脂、テルペンフェノール樹脂、テルペン樹脂、芳香族炭
化水素変性テルペン樹脂、石油樹脂、クマロン・インデン樹脂、スチレン系樹脂、フェノ
ール系樹脂、および、キシレン樹脂などが挙げられる。充填剤には、亜鉛華、酸化チタン
、シリカ、炭酸カルシウム、および、硫酸バリウムなどが挙げられる。軟化剤には、プロ
セスオイル、液状ゴム、および、可塑剤などが挙げられる。熱光安定剤には、ベンゾフェ
ノン系、ベンゾトリアゾール系、および、ヒンダードアミン系などが挙げられ、酸化防止
剤には、アニリド系、フェノール系、ホスファイト系、および、チオエステル系などが挙
げられる。
【００９８】
　接着層３２，４２の厚さは、例えば０．１μｍ以上１０μｍ以下であり、１μｍ以上５
μｍ以下であることが好ましい。
【００９９】
　［実施例］
　個人認証媒体の実施例を説明する。
　個人認証媒体を製造する前に、表面回折部を形成するための転写箔と、裏面回折部を形
成するための転写箔とを準備した。表面回折部を形成するための転写箔を形成するときに
は、支持層として２５μｍの厚さを有したＰＥＴフィルム（ルミラー２５Ｔ６０、東レ（
株）製）（ルミラーは登録商標）を準備した。そして、ＰＥＴフィルムの１つの面に、マ
スクを用いた真空蒸着法によって２μｍの厚さを有したアルミニウム層を形成し、これに
より隠蔽部を形成した。
【０１００】
　次いで、以下の組成を有した回折層用インキを、ＰＥＴフィルムのなかで隠蔽部が形成
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された面にグラビア印刷法を用いて塗布することによって、２μｍの厚さを有した塗膜を
形成した。そして、塗膜に含まれる溶剤を揮発させることによって塗膜から除去した後、
塗膜のなかで支持層に接する面とは反対側の面に金属円筒板を押し当てることによって、
ロール形成加工を行った。これにより、表面回折部を形成した。このとき、プレス圧力を
２Ｋｇｆ／ｃｍ２に設定し、プレス温度を２４０℃に設定し、プレススピードを１０ｍ／
ｍｉｎに設定した。
【０１０１】
　回折層のうち、支持層に接する面とは反対側の面に、真空蒸着法によって透明な反射層
として厚さが６００ÅであるＺｎＳ膜を形成した。次いで、透明な反射層のなかで、回折
層に接する面とは反対側の面に、以下の組成を有した接着層用インキを塗布することによ
って、４μｍの厚さを有した塗膜を形成した。その後、塗膜に含まれる溶剤を揮発させる
ことによって塗膜から除去することで接着層を形成した。これにより、表面回折部を含む
転写箔を得た。
【０１０２】
　また、隠蔽部を形成する工程以外は、表面回折部を含む転写箔を形成する方法と同じ方
法によって、裏面回折部を含む転写箔を得た。
【０１０３】
　　［回折層用インキ］
　高分子メタクリル（ＰＭＭＡ）樹脂　　　２質量部
　低粘性ニトロセルロース　　　　　　　１２質量部
　シクロヘキサノン　　　　　　　　　　１０質量部
【０１０４】
　　［接着層用インキ］
　ポリエステル樹脂　　　　　　　　　　２０質量部
　メチルエチルケトン　　　　　　　　　４０質量部
　トルエン　　　　　　　　　　　　　　５０質量部
【０１０５】
　１００μｍの厚さを有した画像表示層（ＬＥＸＡＮ　ＳＤ８Ｂ９４、ＳＡＢＩＣ（株）
製）（ＬＥＸＡＮは登録商標）を準備し、画像表示層の表面にホットスタンプ転写機を用
いて表面回折部を転写し、画像表示層の裏面に裏面回折部を転写した。このとき、転写温
度を１２０℃に設定し、転写時間を１秒間に設定した。
【０１０６】
　４００μｍの厚さを有した第１基材（ＬＥＸＡＮ　ＳＤ８Ｂ２４、ＳＡＢＩＣ（株）製
）、２００μｍの厚さを有した第２基材（ＬＥＸＡＮ　ＳＤ８Ｂ１４、ＳＡＢＩＣ（株）
製）、および、１００μｍの厚さを有した第３基材（ＬＥＸＡＮ　ＳＤ８Ｂ１４、ＳＡＢ
ＩＣ（株）製）を準備した。そして、第１基材の表面に黒色のインキを用いて基材画像部
を形成し、第２基材の表面に黒色のインキを用いて裏面画像部を形成し、画像表示層の表
面に黒色のインキを用いて表面画像部を形成した。
【０１０７】
　次いで、第１基材、第２基材、画像表示層、および、第３基材を記載の順に積み重ね、
これらに熱圧を加えてラミネートし、カード状に整形することによって表面回折部と裏面
回折部とを内部に含む積層体を得た。
【０１０８】
　１０６４ｎｍの波長を有したレーザー光線を出力するファイバーレーザー型のレーザー
照射装置を用いて、積層体が有する画像表示層に対して、第３基材が位置する側からレー
ザー光線を照射した。これにより、画像表示層の内部に表示部を形成し、実施例の個人認
証媒体を得た。
【０１０９】
　個人認証媒体の表面と対向する平面視において、第１画像要素、第２画像要素、および
、第３画像要素が互いに重なり、これらによって所有者の上半身像を含む特定用画像が形
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成されることが認められた。また、個人認証媒体の裏面から所有者の上半身像である第１
画像要素を取り除こうとすると、第１画像要素が取り除かれることに加えて、第３画像要
素も消失することが認められた。
【０１１０】
　以上説明したように、個人認証媒体の一実施形態によれば、以下に列挙する効果を得る
ことができる。
　（１）画像表示層１１の表面１１Ｆおよび裏面１１Ｒにそれぞれ回折部が位置するため
、画像表示層１１のうち、表示部１１ａが形成された部位のみを取り除くことが難しい。
さらには、第１画像要素ＰＩＣ１、第２画像要素ＰＩＣ２、および、第３画像要素ＰＩＣ
３が１つの特定用画像ＰＩＣを形成するため、偽の画像表示層に対する表面回折部１２お
よび裏面回折部１３の位置を合わせなければ、偽の個人認証媒体によって、真正の個人認
証媒体１０が表示する特定用画像ＰＩＣと同じ画像を表示させることが難しい。それゆえ
に、こうした個人認証媒体１０によれば、個人認証媒体１０の偽造を抑えることができる
。
【０１１１】
　（２）個人認証媒体１０の厚さ方向において、顔画像が一対の回折部によって挟まれる
ため、個人認証媒体１０の有する顔画像を他の顔画像にすり替えることが難しい。それゆ
えに、個人認証媒体１０の偽造を抑えることができる。
【０１１２】
　（３）偽の特定用文字列を真正の特定用文字列に似せて形成するためには、画像表示層
１１の表面１１Ｆと対向する平面視において特定用文字列を形成する各文字の位置を合わ
せるだけでなく、個人認証媒体１０の厚さ方向においても各文字の位置を合わせる必要が
ある。それゆえに、特定用文字列を形成する全ての文字が同一の面上に位置する構成より
も、特定用文字列の偽造が難しく、ひいては、個人認証媒体１０の偽造を抑えることがで
きる。
【０１１３】
　（４）個人認証媒体１０の観察者には、裏面回折格子４１ａが形成する基本画像ＰＩＣ
Ｂの一部である第３画像要素ＰＩＣ３のみが視認される。そのため、個人認証媒体１０が
偽造された場合には、観察時に視認が可能な第３画像要素ＰＩＣ３のみを形成する回折格
子のみが偽造される可能性が高い。それゆえに、個人認証媒体１０の表面１０Ｆと対向す
る平面視において、裏面回折部１３が第３画像要素ＰＩＣ３よりも大きい基本画像ＰＩＣ
Ｂを形成することが可能な構成であるか否かによって、真正の個人認証媒体１０であるか
否かを判別することが可能にもなる。
【０１１４】
　なお、上述した実施形態は、以下のように適宜変更して実施することができる。
　・図１０が示すように、個人認証媒体７０が備える画像表示層１１は、第２表示部１１
ｂを備えてもよい。第２表示部１１ｂは、レーザー光線ＬＢの照射によって画像表示層１
１にて発色した部分であり、かつ、画像表示層１１の厚さ方向において、表面画像部２１
と裏面画像部２２との両方に重ならず、かつ、少なくとも１つの文字を含んでいる。第２
表示部１１ｂは、画像表示層１１の厚さ方向において、基材画像部２３にも重ならない。
上述したように、表面画像部２１と裏面画像部２２とはインキによって形成されている。
観察側から個人認証媒体７０が観察されたとき、表面画像部２１、裏面画像部２２、およ
び、第２表示部１１ｂが、特定用文字列に含まれる。
【０１１５】
　第２表示部１１ｂは、画像表示層１１の表面１１Ｆに露出し、画像表示層１１の厚さ方
向において、裏面１１Ｒよりも表面１１Ｆ寄りの部位まで延びている。第２表示部１１ｂ
は、画像表示層１１の裏面１１Ｒに露出し、画像表示層１１の厚さ方向において、表面１
１Ｆよりも裏面１１Ｒ寄りの部位まで延びていてもよい。また、第２表示部１１ｂは、画
像表示層１１の表面１１Ｆおよび裏面１１Ｒの両方に露出するように、画像表示層１１の
厚さ方向の全体に位置してもよい。
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【０１１６】
　こうした構成によれば、以下に記載の効果を得ることができる。
　（５）１つの特定用文字列が、互いに異なる形成材料によって形成された文字を含むた
め、個人認証媒体７０が有する特定用文字列を偽造するためには、特定用文字列に互いに
異なる形成材料によって形成された文字を含めることが必要である。それゆえに、特定文
字列が単一の形成材料によって形成される構成と比べて、特定用文字列の偽造に工数や時
間が掛かる分だけ、個人認証媒体７０の偽造を抑えることができる。
【０１１７】
　・表面画像部２１および裏面画像部２２は、図１１を参照して以下に説明する構成であ
ってもよい。なお、図１１では、裏面回折部１３を含む第２基材１５と、第３基材１６と
の図示が省略されている。
【０１１８】
　図１１が示すように、個人認証媒体８０において、第１文字１Ｃ、第２文字２Ｃ、およ
び、第３文字３Ｃの各々は、特定用文字の一例であり、特定用文字列に含まれて、個人認
証媒体８０の所有者を特定するための情報を含んでいる。
【０１１９】
　表面画像部２１は、表面要素２ＣＦを含み、表面要素２ＣＦは、画像表示層１１の表面
１１Ｆのなかで、表面回折部１２が位置する部位とは異なる部位に位置し、所有者を特定
するための情報に含まれる１つの特定用文字の一部である。裏面画像部２２は、画像表示
層１１の裏面１１Ｒのなかで、裏面回折部１３が位置する部位とは異なる部位であり、か
つ、画像表示層１１の厚さ方向において表面画像部２１とは重ならない部位に位置し、特
定用文字の他の一部である裏面要素２ＣＲを含んでいる。画像表示層１１に対して表面回
折部１２が位置する側から個人認証媒体１０が観察されたとき、表面要素２ＣＦと裏面要
素２ＣＲとが、特定用文字を形成する。
【０１２０】
　例えば、第２文字列ＣＨＡ２を構成する第２文字２Ｃのなかで、特定用文字の１つであ
る「Ｔ」の一部が表面要素２ＣＦであり、「Ｔ」の他の一部が裏面要素２ＣＲである。ま
た、第２文字２Ｃのなかで、特定用文字の１つである「Ａ」の一部が表面要素２ＣＦであ
り、「Ａ」の他の一部が裏面要素２ＣＲである。また、第２文字２Ｃのなかで、特定用文
字の１つである「Ｋ」の一部が表面要素２ＣＦであり、他の一部が裏面要素２ＣＲである
。特定用文字のなかで、表面要素２ＣＦと裏面要素２ＣＲとは、観察側から個人認証媒体
８０が観察されたときに互いに連なる部位である。
【０１２１】
　こうした構成によれば、以下に記載の効果を得ることができる。
　（６）偽の特定用文字を真正の特定用文字に似せて形成するためには、画像表示層１１
の表面１１Ｆと対向する平面視において表面要素２ＣＦと裏面要素２ＣＲとの位置を合わ
せるだけでなく、画像表示層１１の厚さ方向においても各要素の位置を合わせる必要があ
る。それゆえに、特定用文字を形成する全ての要素が同一の面上に位置する構成よりも、
特定用文字の偽造が難しく、ひいては、個人認証媒体８０の偽造を抑えることができる。
【０１２２】
　（７）画像表示層１１の表面１１Ｆと対向する平面視において、表面要素２ＣＦの位置
に対する裏面要素２ＣＲの位置の精度が高くなければ、表面要素２ＣＦと裏面要素２ＣＲ
との間に隙間が形成されたり、裏面要素２ＣＲの一部が表面要素２ＣＦの一部に重なるこ
とで、特定用文字の形状が所望とする形状からずれたりする。そのため、特定用文字が有
する形状によって、特定用文字が偽造された文字であるか否かを判別することができる。
【０１２３】
　なお、表面要素２ＣＦと裏面要素２ＣＲとは、特定用文字のなかで互いに連ならない部
分であってもよい。こうした構成であっても、上述した（６）に準じた効果を得ることは
できる。
【０１２４】
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　・裏面回折部１３が形成する基本画像ＰＩＣＢは、個人認証媒体１０の表面１０Ｆと対
向する平面視において、隠蔽部３１ｂの内側に位置することが可能な大きさであってもよ
い。この場合には、基本画像ＰＩＣＢの全体が、第３画像要素ＰＩＣ３である。こうした
構成であっても、第１画像要素ＰＩＣ１、第２画像要素ＰＩＣ２、および、第３画像要素
ＰＩＣ３の重なりによって１つの特定用画像ＰＩＣが形成される以上は、上述した（１）
に準じた効果を得ることはできる。
【０１２５】
　・表面回折部１２は隠蔽部３１ｂを備えていなくてもよく、こうした構成であっても、
第１画像要素ＰＩＣ１、第２画像要素ＰＩＣ２、および、第３画像要素ＰＩＣ３の重なり
によって１つの特定用画像ＰＩＣが形成される以上は、上述した（１）に準じた効果を得
ることはできる。
【０１２６】
　・特定用文字列の一例である第１文字列ＣＨＡ１、第２文字列ＣＨＡ２、および、第３
文字列ＣＨＡ３の少なくとも１つにおいて、各文字列を構成する全ての文字が、同一の平
面上に位置してもよい。具体的には、１つの特定用文字列を構成する全ての文字が、画像
表示層１１の表面１１Ｆ、画像表示層１１の裏面１１Ｒ、および、第２基材１５の裏面１
５Ｒのいずれかに位置してもよい。こうした構成であっても、第１画像要素ＰＩＣ１、第
２画像要素ＰＩＣ２、および、第３画像要素ＰＩＣ３の重なりによって１つの特定用画像
ＰＩＣが形成される以上は、上述した（１）に準じた効果を得ることはできる。
【０１２７】
　・表面画像部２１、裏面画像部２２、および、基材画像部２３の少なくとも１つは、文
字列に加えて、あるいは、文字列に代えて、所定の記号、図形、および、絵柄から構成さ
れてもよい。こうした記号、図形、および、絵柄は、個人認証媒体１０の所有者を特定す
るための情報を含んでもよいし、含んでいなくてもよい。
【０１２８】
　・表示部１１ａによって表示される第１画像要素ＰＩＣ１は、個人認証媒体１０の所有
者の顔画像を含んでいなくてもよい。第１画像要素ＰＩＣ１は、文字、数字、記号、図形
、および、絵柄の少なくとも１つであってもよい。こうした構成であっても、第１画像要
素ＰＩＣ１、第２画像要素ＰＩＣ２、および、第３画像要素ＰＩＣ３の重なりによって１
つの特定用画像ＰＩＣが形成される以上は、上述した（１）に準じた効果を得ることはで
きる。
【０１２９】
　・第１画像要素ＰＩＣ１、第２画像要素ＰＩＣ２、および、第３画像要素ＰＩＣ３のな
かで、少なくとも１つの画像要素が、個人認証媒体１０の所有者を特定するための情報を
含んでいればよく、また、所有者を特定するための情報は第１画像要素ＰＩＣ１が含んで
いなくてもよい。こうした構成であっても、第１画像要素ＰＩＣ１、第２画像要素ＰＩＣ
２、および、第３画像要素ＰＩＣ３の重なりによって１つの特定用画像ＰＩＣが形成され
る以上は、上述した（１）に準じた効果を得ることはできる。
【０１３０】
　・第１画像要素ＰＩＣ１を表示する表示部１１ａは、画像表示層１１の発色によって形
成された部分でなくてもよい。表示部は、例えば、上述した表面画像部２１、裏面画像部
２２、および、基材画像部２３と同様、インキやトナーによって形成されてもよい。この
場合には、画像表示層１１は、レーザー光線の照射によって発色する特性を有しなくてよ
く、また、表示部は、第１基材１４、第２基材１５、画像表示層１１、および、第３基材
１６をラミネートする前に、画像表示層に形成されればよい。
【符号の説明】
【０１３１】
　１０，７０，８０…個人認証媒体、１０Ｆ，１１Ｆ，１４Ｆ，１５Ｆ，１６Ｆ…表面、
１０Ｒ，１１Ｒ，１４Ｒ，１５Ｒ，１６Ｒ，３１Ｒ，４１Ｒ…裏面、１１…画像表示層、
１１ａ…表示部、１１ｂ…第２表示部、１２…表面回折部、１２ａ，３１ａ…透過部、１
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２ｂ，３１ｂ…隠蔽部、１３…裏面回折部、１４…第１基材、１５…第２基材、１６…第
３基材、２１…表面画像部、２２…裏面画像部、２３…基材画像部、３１，４１…回折層
、３１ｃ…表面回折格子、３２，４２…接着層、４１ａ…裏面回折格子、５０…転写箔、
５１…支持層、６１…照射装置、ＰＩＣ…特定用画像、ＣＨＡ１…第１文字列、ＣＨＡ２
…第２文字列、ＣＨＡ３…第３文字列、ＣＨＡ４…第４文字列、ＣＨＡ５…第５文字列、
ＰＩＣ１…第１画像要素、ＰＩＣ２…第２画像要素、ＰＩＣ３…第３画像要素、ＰＩＣＢ
…基本画像、１Ｃ…第１文字、２Ｃ…第２文字、２ＣＦ…表面要素、２ＣＲ…裏面要素、
３Ｃ…第３文字、４Ｃ…第４文字、５Ｃ…第５文字。
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